
都立学校に在学する生徒は、原則として授業料を納入することになります。
「高等学校等就学支援金」（以下「就学支援金」という。）は、生徒の保護者の所得に応じ、授業料が無料になる国の制度です。

１ 支給対象

※ おおよその年収が910万円（世帯構成員等によって変動）未満の世帯が相当します。ただし、あくまで審査

は上記審査基準で行います。

※ 過去に高等学校に在籍したことのある方は、在籍年数等によって支給対象とならない場合もあります。

※ 令和2年７月分以降の申請については、上記の審査基準ではなく、課税所得による審査に変更される予定で

す。詳細は、確定次第、別途お知らせします。

２ 手続に必要な書類

①就学支援金を申請される方

・申請書兼収入状況届出書 ・マイナンバー収集台紙 など

※申請者によって必要な書類が異なります。
※下記フローチャートで必要書類を確認し、記入例を見ながら書類を

準備してください。

②就学支援金を申請しない方（※手続後、授業料が請求されます。）

・不申請意向確認書

就学支援金制度の詳細や法令は、東京都教育委員会及び文部科学省のホームぺージでも案内しています。 東京都教育委員会印刷物登録
平成31年度 第176号 東京都教育委員会

3 フローチャート

４ 提出日・提出方法・問合せ先

提出日
提出方法

提出日・提出方法は、入学する学校で別に指定します。 問合せ先
不明な点については、入学する学校の経営企画室にお

問い合わせください。

裏面も確認してください。

支給対象となる世帯
（審査基準）

「区市町村民税所得割額」と「都道府県民税所得割額」を合算した額が
50万7000円未満の世帯

１枚

１枚

１枚

１式

１枚

１式

１枚

１枚

１式

１枚

パターン 必要書類

A

①申請書兼収入状況届出書

②マイナンバー収集台紙(親権者全員又は未成年後見人の内容記載のもの)

☆マイナンバー収集台紙の作成方法は、②マイナンバー収集台紙の裏面を確認してください。

生活保護
受給証明書

※「②マイナンバー収集台紙」を御提出後、税情報が取得できない場合、別途課税証明書等の提出をお願いすることがあります。

①申請書兼収入状況届出書

②マイナンバー収集台紙(扶養者の内容記載のもの)

①申請書兼収入状況届出書

②生活保護受給証明書

　平成31年1月1日現在で生活保護受給者であることがわかるもの（申請日前３か月発行のもの）。

C

①申請書兼収入状況届出書

②マイナンバー収集台紙(生徒本人の内容記載のもの)

☆マイナンバー収集台紙の作成方法は、②マイナンバー収集台紙の裏面を確認してください。

③生徒本人の健康保険証の写し

B
☆マイナンバー収集台紙の作成方法は、②マイナンバー収集台紙の裏面を確認してください。

③生徒本人の健康保険証の写し 

Yes

No不申請意向確認書

を提出してください。

親権者がいる。又は未成年後見人が選出されている。

親族等に扶養されている。

No

No

平成31年１月１日現在で、生活保護受給世帯である。
就学支援金の受給

を希望する。

No

Yes

Yes

Yes

※生徒が成人している場合は、

Noへ進んでください。
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就学支援金制度の詳しい説明や、よくある質問を掲載しています。

１ 就学支援金の具体的な支給額や支給対象の例外はありますか？

※ 履修登録を行った単位数が就学支援金の支給対象となり、年間30単位（通算74単位）が支給上限です。
なお、支給上限を超過した履修単位数に係る授業料は、別に免除申請を行うことができます。

■ 支給対象とならない方

(1) 高等学校等を卒業又は修了したことがある方

(2) 高等学校等に在学した期間が通算して（転学等の場合を含む。）、全日制課程の場合は36か月を

超える方、定時制及び通信制課程の場合は48か月を超える方

2 書類提出後のスケジュールを教えてください。

≪７月以降の予定≫
マイナンバーを提出し、受給資格が認定されている方で、住所等に変更が無い場合、

手続は不要となります。

しかし、不申請や不認定の方は、申請の意向確認として再度申請書類の提出が必

要となります。

3 書類作成上の注意点はありますか？

4 その他よくある質問

この制度において東京都教育委員会が収集する、生徒や保護者等の個人情報については、法令等に従い厳格かつ適正に

管理します。
なお、就学支援金に関する業務を他の事業者に委託して行わせる場合、委託先に対し、必要かつ適正な監督を行います。
提出されたマイナンバーは他の就学支援事業（東京都立学校等給付型奨学金、東京都国公立高等学校等奨学のための給

付金、東京都立学校等学び直し支援金）に利用する場合があります。あらかじめ御承知おきください。

■ 提出された個人情報の取扱いについて

月額
9,900円

月額
2,700円

1単位につき ※
1,740円

1単位につき ※
336円

全日制 定時制 定時制（単位制） 通信制

授業料（支給額）

今後の予定

就学支援金を
申請された方

　本年7月頃に、審査結果を郵送します。
　支給認定とならない方には、7月末日を納付期限とした「授業料納入通知書（4月～6月分）」を
同封します。

就学支援金を
申請しない方

   本年6月頃に、6月末日を納付期限とした「授業料納入通知書（4月～6月分）」を郵送します。

対象

（全日制課程の場合）

学年 5月 6月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１年生

２年生

３年生

4月 7月

学校に提出

支給対象期間（４月～６月） 支給対象期間（７月～翌年６月）

申請書兼届出書

マイナンバー収集
台紙

支給対象期間（７月～翌年３月）

支給対象期間（７月～翌年６月）

税情報の取得

税情報の取得

税情報の取得

手続・支給の流れ


